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◆[来料加工の工場について] 

✔地域 

人件費や土地のコストが安く、且つ、輸出入業務の自由度が高く、

交通の利便性が良い中国の華南地域に集中している。 

✔法人資格 

単純に来料加工のみを行っている工場は、一般的に法人資格を有し

ていないことが多い。（右図参照） 
 
◆[政策の方向] 
外資導入による品質向上を目的として、今後、中国政府は来料加工

のみを行っている工場が、同一の場所で法人資格を有する外資系企

業へ転換することを奨励する。 

◆[来料加工とは？] 

✔定義 

「来料加工」とは、中国の工場が外国企業より原材料、副資材あるいは設備の「無償」 提供を受け、決められたデザイン、材料等で 

加工を行い、その製品の全量をその外国企業に引渡して加工賃収入を得る形式で、「加工貿易」の一種である（下図参照）。 

✔特徴 

① 来料加工工場は原材料の調達、製品のデザインや販売等を一切行わず、依頼先である外国企業の指示の通りに加工する。 

② 来料加工工場のメリットとして、最小限のコストとリスクで加工賃収入を得ることができる。 

③ 依頼先である外国企業のメリットとして、安い労働力を利用することでコスト削減ができ、企業の競争力を高められる。 

④ 製品の輸出入許可証の取得が免除される（特殊な製品を除く）。 

  

 

         

 
✔ 適用対象： 来料加工のみを行っている、法人資格を有していない工場 

✔ 適用地域： 広州、深セン、東莞等の華南地域が中心 

✔ 政府通達：  
「来料加工企業が同一の場所で、生産を停止せずに形態転換するための 
操作指南」 （2008 年 8 月 6日施行） 

✔ 影響効果： 来料加工に対する規制の強化→外資参入による品質向上 
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←解 説  
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貿易形式 

一般貿易 加工貿易 

次回（８/３１）は、具体的な政策について

ご紹介いたします。 
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ここでいう「転換」とは、来料加

工業務のみを行い、法人資格を

もたない中国の現地企業を、当

該資格をもつ外資系企業に切替

えることを指します。 

加工貿易の品質向上を狙いと

して、当局による規制強化の流

れは、景気の影響は受けるもの

の、今後も続くことになるでしょ

う。 

(※)進料加工･･･原材料・部品を海外企業より「有償」で輸入し、 

中国国内で組み立て又は加工を施した後、完成品を海外企業 

へ「販売」 する。輸出入に代金決済が伴う点が来料加工と異なる。 


